
 

「医師少数スポット」の設定について【たたき台】 

護 
１ 要旨等 

○「医師偏在指標」では，二次医療圏内（都市部と中山間地域）の地域間偏在は表面化しないこと

から，地域の実情に応じて，二次医療圏よりも小さい単位で “医師の確保を特に図るべき区域”

を「医師少数スポット」として設定 することができる。 

○ 設定した地域は，医師少数区域と同様の取扱いで，医師確保対策を実施 する地域として，今回

の計画に位置付けることになる。 
 

【補足】計画策定ガイドラインや，地域枠等のキャリア形成プログラム運用指針には，地域枠等の配置調

整の対象地域を，医師少数区域又は少数スポットのみに限定する方針は示されていないが，設定趣

旨及び医療法の改正内容から，配置調整を行なう医療機関の地域は概ね含まれる ものと解される。 

（厚労省見解等） 
   ・無医地区や島しょ，半島等の医師が少なく医療機関へのアクセスに大きな制限がある地区 を想定し 

ている。市町単位や特定の医療機関を設定することは想定していない。 

・無医地区があっても巡回診療が行われているなど，地域の医療ニーズに対して安定して医療が提供

されている地域や，必要な数の医師を確保できている地域を設定することは適切ではない。 
・無医地区・準無医地区に該当していない地域でも，継続的な医師の確保が困難 である場合であって

他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについては，必要に応じて医師少数ス

ポットとして設定することが適切である。 
 
２ 設定に係る必要な視点 

（１）「医師確保対策」と「へき地医療対策」の一体的推進（第７次広島県保健医療計画・推進方針） 

へき地医療対策の対象である中山間地域（過疎地域自立促進特別措置法・離島振興法の適用地域）を

前提として， 
ア 医療アクセスへの障壁 

⇒ 無医地区・準無医地区が存在する地域 

イ 受療機会の確保（医療提供・支援体制）  
⇒ 医療の提供や支援の拠点機能を担う医療機関の体制維持の必要性 

ウ 県内地域間の偏在 
⇒ 医師数の多寡，「医師偏在指標」下位評価⇒底上げ 

（２）「医療と介護の総合的な確保」方針 

  「日常生活圏域」単位で，地域における包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム

の構築を推進 
 
３ 対象地域の抽出・設定方針等 

○上記の視点等を踏まえて， 

①へき地医療対策の対象地域（過疎地域自立促進特別措置法・離島振興法の指定地域）のうち，②「日

常生活圏域」又は「離島」を設定単位 として，③地域間の医師偏在が大きく，その解消が求め

られる地域（医師偏在指標で下位４圏域，医師数が少ない市町）を加味 した上で， 

次の観点から，医療提供体制を維持するために医師の確保が特に必要である地域（スポット）の

絞り込みを行う。 

④ 「無医地区」又は「準無医地区」を含む地域（近隣を含む。）である。 

⑤ 地域内（近隣を含む。）の医療提供体制を維持するための医療機関（へき地医療拠点病院， 

救急告示医療機関）が所在し，拠点的な役割を担う地域である。 

⑥ 日常の受療機会が，公的支援で維持（支援が必要）されている地域である。（へき地診療所等が所

在する，又は県配置調整の継続実施機関は，医師の確保が安定していないものと判断する。） 

確保等した医師が， 
スポット内で，地域の

医療を担う場所（医療

施設）の存在が不可欠。 
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